
 144　Ⅴ　課税標準等

５　　個　　人　　事　　業　　税（令和２年度）

(1) 業　　　　種　　　　別

所　　　　　　　得　　　　　　　金　　　　　　　額

業 種 課 税 人 員 所 得 金 額 事 業 主 控 除 額 差引課税所得金額
① ② ①－②

人 千円 千円 千円

総 計    182 102  1 636 104 306   521 307 033  1 114 797 273

第 一 種 事 業    133 214  1 119 081 725   381 160 050   737 921 675

物 品 販 売 業    9 183   57 460 247   26 301 551   31 158 696

不 動 産 貸 付 業    63 092   731 815 600   180 318 229   551 497 371

製 造 業    2 733   15 788 554   7 832 595   7 955 959

運 送 ・ 運 送 取 扱 業    12 486   60 616 097   35 765 728   24 850 369

駐 車 場 業    2 642   17 300 997   7 567 887   9 733 110

請 負 業    28 890   149 707 672   82 752 039   66 955 633

印 刷 ・ 出 版 業     349   2 428 358    995 206   1 433 152

料 理 店 ・ 飲 食 店 業    8 721   43 643 546   24 968 136   18 675 410

周 旋 業     415   2 995 866   1 187 421   1 808 445

代 理 業     902   8 475 638   2 586 001   5 889 637

遊 技 場 業     69   1 005 433    198 786    806 647

そ の 他 の 事 業    3 732   27 843 717   10 686 471   17 157 246

第 二 種 事 業     7   3 245 308    17 255   3 228 053

畜 産 業     5   3 206 130    13 370   3 192 760

水 産 業     2    39 178    3 885    35 293

第 三 種 事 業    48 881   513 777 273   140 129 728   373 647 545

医 業 等    6 024   55 034 315   17 160 307   37 874 008

法 務 業 等    19 730   319 114 203   56 848 157   262 266 046

環 境 衛 生 業    6 549   32 260 192   18 864 579   13 395 613

そ の 他 の 事 業    14 964   99 448 200   43 002 910   56 445 290

あ ん 摩 業 等    1 614   7 920 363   4 253 775   3 666 588

（備考）１　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。

        ２  「所得金額」、「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　３  旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

　　　　４  第三種事業における「医業等」とは医業、歯科医業、薬剤師業、「法務業等」とは弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認

　　　　　  会計士業、計理士業、社会保険労務士業、不動産鑑定業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、「環境衛生業」とは理容業、美容業、クリーニング業、

　　　　 　 公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、「あん摩業等」とはあん摩等の事業、装蹄師業を各々さす。


